
 

1 

 

近江八幡市公告 

 

近江八幡市戦略的総合プロモーション業務の委託契約について、次のとおり公募型プ

ロポーザルを行うので、公告する。 

 

令和７年１０月２７日 

近江八幡市長 小西 理 

 

近江八幡市戦略的総合プロモーション業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１．業務の目的 
ＷＥＢ広告等の様々な媒体を活用したシティプロモーションやふるさと納税制度等を通

じて、本市を応援していただけるファンづくりに取り組むことで、本市への関心を高める

とともに、仕様書に定める各年度目標ファン人数の確保、獲得、さらに本市内産品の消費

や本市への訪問、移住を促すなどの地域活性化を目的とし、状況の変化、進化を見据え、

包括的、戦略的な総合プロモーション事業を展開する。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

第１７号 近江八幡市戦略的総合プロモーション業務委託 

（２）業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

履行期間は、以下のとおり予定している。 
令和８年（２０２６年）４月１日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 

（４）委託額の上限 

274,046,000円(消費税及び地方消費税含む) 

※この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務の最大規模を示す額で

ある。 

 

３．参加資格要件及び業務実施上の条件 

（１）参加資格要件及び業務実施上の条件 

本業務への参加は、次の要件を全て満たしていることとする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しな

いこと。 

② 落札決定の日までにおいて、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及

び指名停止基準（平成 22年近江八幡市告示第 272号）に基づく停止措置の期

間中でないこと。 

③ 会社法（平成 17年法律第 86号）に基づく清算の開始、破産法（平成 16年法

律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法（平成 14 年法

律 154号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法

律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただ

し、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基

づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた場合は、この限り
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でない。 

④ 自社又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に掲げる暴力団、同条第 6号に掲げる

暴力団員及びそれらの利益となる活動を行っている者でないこと。（落札者と

なった場合には、必要に応じて別に定める誓約書、役員名簿の提出及び当該

役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知すること。） 

⑤ 令和 7 年度近江八幡市役務提供入札参加有資格者名簿に広告企画業務で登録

しているものであること。名簿に登録のない者は、下記の(２)競争参加資格

審査申請に基づき申請を行い、承認を受けること。 

⑥ 関連・類似業務について、シティプロモーション及びふるさと納税ＰＲ業務

等で過去に完了した、契約金額 5,000万円以上の実績を有すること。 

⑦ 入札に参加しようとする者の間に、資本的、人的関係がないこと。 

⑧ 緊急時に１時間以内でオンライン会議等での対応が可能であること。 

⑨ 主任技術者又は副主任技術者のいずれかは専任で配置すること。 

⑩ 他の事業者及び自治体等において業務を請け負う場合、本市業務を優先して

実施することが可能な業務体制であること。 

⑪ 緊急時、平時を問わず、本市より連絡がつく業務体制であること。 

⑫ 業務の打ち合わせ回数は月１回以上とし、主任技術者又は副主任技術者が必

ず出席するものとする。（オンライン会議可） 

⑬ 検討に必要な資料は貸与する。 

(２)競争参加資格審査申請 

上記（１）⑤により、本市の入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、次の

とおり申請すること。 

１）別途定める第１７号近江八幡市戦略的総合プロモーション業務委託における

役務提供競争参加資格審査申請書提出要項のとおり 

２）受付期間 参加表明書提出時 

３）提出方法  持参又は郵送（送付したことが証明できる方法に限る） 

４）提出場所  下記１３の場所 

５）結果通知  参加者の資格を確認し、参加資格を有すると認めたものをプロポ

ーザル参加対象者とし、令和 7 年 11 月 21 日（金）までに電子メ

ール及び郵送にて通知します。なお、郵送については、11 月 21

日（金）以降の到着となる場合があります。 

６）前項で認めた参加資格については、本業務のみ有効とします。 

 

４．スケジュール（予定） 

（１）参加募集（公告） 

令和 7年 10月 27日（月） 

（２）参加表明書・質問書の提出期限 

令和 7年 11月 17日（月） 

（３）参加資格審査結果通知 

令和 7年 11月 21日（金） 

（５）企画提案書の提出期限 

令和 7年 12月 12日（金） 

（６）企画提案審査時間の通知 

令和 7年 12月 19日（金） 

（７）企画提案審査 



 

 3  

令和 8年 1月 14日（水） 

 

５．参加表明手続 

本業務への参加を希望する者は、下記のとおり関係書類を提出すること。 

（１）提出書類 ・様式 １～５。様式２～５については、会社名等の表示及び提案者

が特定できる表現はしないこと。 

・企業に関する関連・類似業務の実績を示すものとして、シティプ

ロモーションなどの事業実績について明示し、当該業務の契約書

の写しを提出すること。（記載様式は特に定めない） 

・主任技術者及び副主任技術者に関する関連・類似業務の実績を示

すものとして、当該業務を担当した事実を示す書類を提出するこ

と。 

・上記３.（２）の書類を提出する場合は併せて提出 

様式 内容に関する留意事項 

様式２ 

（業務実施体

制） 

・配置予定の業務主任技術者、副業務主任技術者及び担当者を記載

すること。 

・担当者は、実施する各分担業務に主任担当者の氏名を１名ずつ記

載すること。 

・業務主任技術者、副業務主任技術者及び担当者について、専任又

は兼務のいずれかを明記すること。 

・業務主任技術者又は副業務主任技術者のいずれかは専任で配置す

ること。 

・業務主任技術者及び副業務主任技術者は、受注者が直接雇用して

いるものとする。 

・他の事業者及び自治体等において業務を請け負う場合、本市業務

を優先して実施することが可能な業務体制であること。 

様式３ 

（配置予定者の

経歴） 

・配置予定の業務主任技術者、副業務主任技術者及び担当者につい

て、経歴等を記載すること。 

・手持ち業務は企画書提出日現在、近江八幡市以外の発注者（国内

外を問わず）のものを全て記載する。手持ち業務とは以下のもの

を指す。 

 業務主任技術者：業務主任技術者となっている契約金額 300 万円

以上の他の業務 

 業務副主任技術者：業務主任技術者又は副業務主任技術者となっ

ている契約金額 300万円以上の業務 

 担当者：業務主任技術者、副業務主任技術者又は担当者となって

いる契約金額 300万円以上の他の業務 

・本業務以外の業務で配置予定者として特定された未契約業務があ

る場合は、手持ち業務の記載対象とし、業務名の後に「特定済」

と明記するものとする。 

・当該配置予定者が担当する業務において、係争中の案件等ある場

合は、その他特記事項欄に詳細を記述すること。 

・配置予定者１名につき１枚に記載すること。 

様式４ 

（配置予定者の

・業務主任技術者、副業務主任技術者及び担当者が過去に従事した

関連・類似業務の実績について記載する。 
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過去の関連・類

似業務実績） 

・関連・類似業務については、シティプロモーション及びふるさと

納税ＰＲ業務等の事業実績について明記すること。 

・記載する業務は、過去に完了した業務とし、契約金額 5,000 万円

以上のものとする。 

・記載する業務数は、1名につき 3件までとする。 

・企画提案書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、

当該業務を受託した業務名簿等を記載すること。 

・図面、写真等を引用する場合も含め、配置予定者１名につき 1 枚

に記載する。 

様式５ 

（事業所の所在

地） 

・事業所の所在地の位置図並びに本市までの経路及び所要時間を記

載すること。 

・記載する事業所は、様式１記載の所在地とする。 

（２）提出部数  8部（様式１は 1部のみで可） 

全ての書類の左上にクリップで綴じること。 

（３）提出期限  令和 7年 11月 17日（月）正午（提出場所必着） 

期限までに到達しなかった場合、いかなる理由をもっても受付しな

い。 

（４）提出方法  持参又は郵送（送付したことが証明できる方法に限る） 

（５）提出場所  下記１３の場所 

（６）結果通知  参加者の資格を確認し、資格の有無に関わらず、参加資格確認結果

を令和 7 年 11 月 21 日（金）までに電子メール及び郵送にて通知し

ます。なお、郵送については、11 月 21 日（金）以降の到着となり

ます。 

 

６．企画提案書の提出 

（１）提出書類 ・様式６～１２、参考見積 

        ・様式７～１２、参考見積については、会社名等の表示及び提案者

が特定できる表現はしないこと。 

様式 内容に関する留意事項 

様式７ 

（各年度目標フ

ァン人数・実施

方針・業務フロ

ー・工程計画） 

・各年度目標ファン人数を記載した上、目標達成に向けた業務の実

施方針、業務フローチャート、工程計画について簡潔に記載する。 

・各年度目標ファン人数は、仕様書記載の人数以上の数値目標とす

ること。 

・様式７に代えて、パワーポイント等で資料作成することは支障な

い。 

様式８ 

（企画提案） 

・本業務に対する取組方法を具体的に記載する。 

・記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地

写真を用いることは支障ない。 

・様式８に代えて、パワーポイント等で資料作成することは支障な

い。 

様式９ 

（WEB広告-ディ

スプレイ広告

案） 

・本業務を履行する際、企画提案書提出時点で最適と思われるディ

スプレイ広告案を提出すること。 

・サイズは 300px×300pxとすること。 

・夏用、冬用の計２種類を提出すること。 
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様式１０ 

（WEB広告-リス

ティング広告

案） 

・本業務を履行する際、企画提案書提出時点で最適と思われるリス

ティング広告案を提出すること。 

・文字数は、以下のとおりとし、その他使用可能記号等は、Ｇｏｏ

ｇｌｅＡｄＷｏｒｄｓに準じる。 

①広告見出し 1 半角 30文字以内 

②広告見出し 2 半角 30文字以内 

③パス 1    半角 15文字以内 

④パス 2    半角 15文字以内 

⑤広告文     半角 80文字以内 

・全角の場合 2文字変換とする。 

・夏用、冬用の計２種類を提出すること。 

様式１１ 

（ポスター案） 

・本業務を履行する際、企画提案書提出時点で掲載場所も含め最適

と思われるポスター案をＡ１サイズに想定して提出すること。 

・様式１１への添付に加え、Ａ３サイズに加工したポスター案を 2

部提出すること。 

・種類は１種類とする。 

様式１２ 

（その他） 

・仕様書等に示される業務内容に対する意見、代替案や新たな提案、

独自の提案等があれば１枚以内に記載すること。 

参考見積 ・本業務にかかる参考見積を提出すること。 

・参考見積と合わせて詳細の項目及び金額が明記された見積内訳書

を添付すること。 

・参考見積は、参考業務規模に比べ著しく乖離していると思われる

場合、その妥当性について聴取することがある。 

・記載様式は特に定めない。 

（２）提出部数 8部（様式 6は 1部、ポスター案は 2部のみで可） 

        全ての書類の左上にクリップで綴じること。 

（３）提出期限 令和 7年 12月 12日（金）正午（提出場所必着） 

（４）提出方法 持参又は郵送（送付したことが証明できる方法に限る） 

（５）提出場所 下記１３の場所 

 

７．企画提案書作成上の留意事項 

（１） 企画提案書は、1案に限る。 

（２） 提出書類は、原則としてＡ４判（両面印刷可）概ね 15 ページ以内とし、通し

ページを付ける。（Ａ３判 1枚はＡ４判２枚と換算する） 

（３） 企画提案書(様式７、８)に代えて、パワーポイント等で作成し、提出すること

は支障ない。ただし、この場合、会社名等の表示及び提案者が特定できる表現

を使用することなく、上記６.(１)記載の内容に関する留意事項を踏まえて資

料作成するものとし、印刷枚数は、他の様式も含め、上記７．(２)の範囲内と

すること。また、紙媒体での提出に加え、電子データ形式であわせて提出する

こと。 

（４）企画提案書は、イメージ図等を用いるなど極力わかりやすい表現で記載するこ

と。 

（５）企画提案書は、「仕様書」の内容を踏まえた上で、以下の事項について漏れなく

記載すること。ただし、会社名等の表示及び提案者が特定できる表現はしない

こと。 
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ア 各年度目標ファン人数 

イ  業務実施方針・コンセプト 

ウ スケジュール 

エ 業務実施体制 

オ 実施予定の広告事業 

カ 上記オにより期待される効果(ファン・寄附件数・金額・リピーター等) 

 (６) 企画提案書に記載するコンセプトには、業務を実施するにあたっての戦略を明

示すること 

（７）事業実施に当たって市に要望事項のある場合は、企画提案書に明示すること。 

（８）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その

他法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持

管理手法を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て提案者が負うものとする。 

（９）提出書類に虚偽又は不正記載があった場合は、失格とする。 

（１０）企画提案書等の作成及び提出に係る経費は、提案者の負担とする。 

（１１）提出された提案書類は返却しない。 

（１２）提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは認めない。 

（１３）提案を取り下げる場合は、取り下げ書（任意様式）を提出すること。 

（１４）企画提案書を提出しない場合は、プロポーザル審査会への参加を辞退したも

のとみなす。 

（１５）提出された企画提案書等は委託契約締結日までは非公開とする。 

 

８．本要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１）質問は、文書（書式自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとする。なお、

文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話、ＦＡＸ番号及び電子メー

ルアドレスを併記するものとする。 

（２）提出期限  令和 7年 11月 17日（月）正午（提出場所必着） 

（３）提出方法  持参、郵送（送付したことが証明できる方法に限る）、ＦＡＸ又は電

子メール（ＦＡＸ、電子メールの場合には電話で着信を確認するこ

と） 

（４）提出場所  下記１３の場所 

（５）質問に対する回答は、令和 7 年 11 月 21 日（金）午後 5 時までにホームページ

において公開する。 

 

９．審査方法 

公平な審査を行うために、「近江八幡市戦略的総合プロモーション業務委託業者選定

委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し審査する。 

審査については、プレゼンテーション・ヒアリング審査を行い、優先交渉権者及び

次点者を特定する。 

プレゼンテーション・ヒアリング審査の詳細は以下のとおり。 

ア  実施日時 令和 8年 1月 14日（水） 

時間・場所等は対象者へ 12月 19日（金）までに通知する。 

イ  実施時間  1 者につき 40 分程度を予定しており、事業者から 20 分間の企画

提案内容の説明を実施した後、20分程度の質疑応答を行う。 

ウ 方 法 新たな資料の提出は不可とし、企画提案書に基づき説明をするこ

と。なお、パワーポイントでの説明等プロジェクターを使用する

場合には、プロジェクター及びスクリーンは本市において準備す
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るので、前々日までに連絡すること。 

エ 説 明 者 原則として、企画提案書の業務実施体制に記載されている業務主

任技術者、副業務主任技術者又は担当者が行うこと。また、会場

への入室は 3名以内とすること。 

オ 結果通知 選考結果は、文書で通知する。 

 

１０．審査基準 

（１）企画提案書の審査基準及び配点は、以下のとおりである。 

【審査基準及び配点】 

評価項目 評価の観点 基準点 換算値 評価点 

業務実施体制 

業務主任技術者、副業務主任技術者及び担

当者の配置は妥当か。また本市業務に専任

できる体制であるか。(本市を優先した体

制であるか。) 

20 

 
  

関連・類似業務実績 
業務を円滑に進めると判断できる事業実

績を有しているか。 
15 

 
  

企画提案書 

業務のコンセプト、スケジュール、推進体

制等、明確かつ適切に記載され、各企画が

連携した包括的な提案となっているか。 

20 

 
  

企画 

提案 

実効性 

業務の目的、趣旨を十分に踏まえ、各年度

目標ファン人数の達成に向けた具体的で

実効性の高い企画提案がなされているか。 

15 

 
  

地域活性化 

近江八幡市の特産品・観光素材等の特色を

理解し、地域活性化を目的とした企画提案

がなされているか。 

15 

 
  

専門知見 
幅広い知識や専門的ノウハウ等を活用し

た企画提案がなされているか。 
15 

 
  

独自性・新規性 

仕様書に定めるものに加え、近江八幡市に

とって課題解決となる有益な独自又は新

規の企画提案がなされているか。 

15 

 
  

計画性・発展性 

3年度間の業務期間中、また、それ以降を

見据え、計画性及び発展性に富む企画提案

がなされているか。 

10 

 
  

広 告

案 

ディスプレイ広

告案 

業務の内容を理解した上での、適切な提案

となっているか。 
5 

 
  

リスティング広

告案 

業務の内容を理解した上での、適切な提案

となっているか。 
5 

 
  

ポスター案 
業務の内容を理解した上での、適切な提案

となっているか。 
5 

 
  

参考見積 

提案内容に対する積算金額は妥当か。ま

た、経費内訳は明確かつ適切に記載されて

いるか。 

10 

 
  

合計(委員１人あたり) 150   
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評価点＝基準点×換算値 

 

（２）選定委員はプレゼンテーション・ヒアリング審査の評価点の総合計により順位

をつけ、優先交渉権者及び次点者を特定する。ただし、優先交渉権者は順位１

位をつけた者が１名以上あること。 

（３）（２）により、順位をつけがたい場合は、選定委員が順位１位を最も多く付け

た者を優先交渉権者として特定する。順位１位が同数の場合は、順位２位を多

く付けた参加者が上位とし、以下同数の場合も３位、４位と繰り返し、順位の

獲得数により比較するものとする。 

（４）（３）により、順位をつけがたい場合は、選定委員会で協議の上、１社を優先

交渉権者として特定する。 

（５）（３）、（４）に加え、全選定委員の評価点の合計点の平均が基準点(150点)

の６割(90点)を満たす場合のみ、当該参加者を優先交渉権者として特定する。

（満たさない場合は、該当なしとする。） 

（６）本プロポーザルは、応募者が１者の場合でも成立するものとする。 

 

１１．契約に関する基本的事項 

（１）契約は、選定された優先交渉権者と本市の間で業務内容や役割分担、契約金額

等について協議を行い、協議が整った場合には、地方自治法施行令第167条の2

第1項第2号に定める随意契約にて、当該業務の実施に係る随意契約を締結する

ことを原則とする。  

（２）プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容（参考見積内容を含む）

をもって、そのまま契約するとは限らない。  

（３）契約協議において疑義が生じた場合は、本市の解釈によるものとするので、提

出事項について、曖昧な表現や記載を避けること。また、その解消に要する費

用は提案者の負担とする。  

（４）選定された優先交渉権者との協議が不調に終わった場合や失格の際には、選定

委員会において次点とされた者と協議を行い、協議が整った場合には、地方自

治法施行令第167条の2第1項第2号に定める随意契約にて、当該業務の実施に係

る随意契約を締結する。  

（５）本市が作成した契約書によって契約を締結する。 

（６）本業務による成果品の著作権は本市に帰属するものとし、また、市は、本業務

の成果品を、自ら使用及び使用許諾した必要な範囲において第三者に対して、

随時利用できるものとする。 

（７）受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取扱い、契約目的以

外に利用し、第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情

報の漏洩、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。契約終了後もまた同様とする。 

評価 

A B C D E 

非常に優れて

いる 

優れている 標準的である やや劣る 劣る又は記載

なし 

※換算値 1.0 0.8 0.6 0.4 0.0 



 

 9  

（８）受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、「近江八幡市個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和５年近江八幡市条例第１号）」及び「近

江八幡市情報セキュリティポリシー」並びに「個人情報取扱特記仕様書」を遵

守しなければならない。 

（９） 受託者は、本業務の請負実績等を公表する場合、必ず事前に本市の承諾を得る

こと。 

 

１２．その他の留意事項 

（１）企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする

とともに、記載を行った提案者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

（２）特定した提案内容については、近江八幡市情報公開条例（平成 22年近江八幡市

条例第 14号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの

開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれ

がないものについては、開示対象となる場合がある。特定しなかった企画提案

書は、電子媒体で提出があったものは原則データを削除し、紙媒体で提出され

たものは原則細断処分する。 

（３）企画提案書の提出後において、原則として企画提案書に記載されたいかなる内

容の変更は認めない。また、企画提案書に記載した配置予定者は、原則として

変更できないものとする。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由に

より変更を行う場合には、同等以上の者であることについて発注者の了解を得

なければならない。 

（４）優先交渉権者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものである

が、近江八幡市契約規則（平成 22 年近江八幡市規則第 61 号）に基づく契約手

続きの完了までは、近江八幡市との契約関係を生じるものではない。 

 

１３．書類等提出及び問合せ先 

近江八幡市総合政策部魅力発信課 

住 所 〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町 236番地（旧土地開発公社） 

電 話 番 号  0748-36-5541 

ＦＡＸ番号  0748-32-3919 

電子メール 010208@city.omihachiman.lg.jp 
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